
近
年
で
は
、
東
日
本
大
震
災
な
ど

大
地
震
に
よ
る
被
害
が
ニ
ュ
ー
ス
な

ど
で
大
き
く
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
災
害
時
に
消
火
・
防
災

活
動
や
救
助
活
動
、
避
難
誘
導
、
警

戒
活
動
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
消
防

団
の
重
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て

い
ま
す
。

災
害
時
に
出
動
す
る
ほ
か
、
１
年

を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
あ
り

ま
す
。

平
常
時
の
活
動

火
災
予
防
・
警
戒

運
動(

春
季
・
秋
季
火
災
予
防
運

動
、
歳
末
特
別
警
戒)

、
消
防
団

活
動
訓
練(

ポ
ン
プ
操
法
訓
練
、

機
関
員
講
習
、
新
入
団
員
教
養
訓

練)

、
機
械
器
具
や
消
防
水
利
の

点
検
、
地
域
イ
ベ
ン
ト
へ
の
協
力

な
ど
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広報ぬまた 平成26年９月１日

市役所 123－2111524－5179 白沢町振興局 153－2111553－2188 利根町振興局 156－2111556－3674

10
月
１
日(

水)

か
ら
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
証(

以
下
、
保
険
証

と
い
う)

が
更
新
さ
れ
ま
す
。

現
在
使
用
中
の
保
険
証
は
９
月

30
日(

火)

ま
で
有
効
で
す
。
新
し
い

保
険
証
は
９
月
下
旬
ま
で
に
世
帯
主

へ
郵
送
し
ま
す
。
郵
送
を
希
望
し
な

い
場
合
は
市
役
所
窓
口
で
交
付
し
ま

す
の
で
、
９
月
12
日(

金)

ま
で
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

国
保
税
を
納
め
て
い
な
い
人
に
は
、

納
税
相
談
を
行
っ
た
上
で
保
険
証
を

お
渡
し
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

特
別
の
事
情
も
な
く
長
期
に
わ
た

り
滞
納
し
て
い
る
場
合
は
、
短
期
被

保
険
者
証
、
ま
た
は
資
格
証
明
書
を

交
付
し
ま
す
。
短
期
被
保
険
者
証
は

一
般
の
保
険
証
と
同
じ
効
力
で
す
が
、

通
常
１
年
間
の
有
効
期
限
が
６
カ
月

間
に
な
り
ま
す
。

資
格
証
明
書
は
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
で
、

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
は
10
割
と

な
り
ま
す
。
資
格
者
証
を
所
持
す
る

人
で
も
、
滞
納
の
解
消
な
ど
に
よ
り

通
常
の
保
険
証
を
交
付
さ
れ
た
場
合

は
、
申
請
す
る
こ
と
で
10
割
負
担
し

た
医
療
費
の
７
割
が
返
還
さ
れ
ま
す
。

保
険
証
の
裏
面
は
、
臓
器
提
供
に

つ
い
て
の
意
思
を
記
載
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
記
載
し
た
情
報

を
保
護
す
る
た
め
の
シ
ー
ル
を
市
民

課
国
保
年
金
係
に
て
配
布
し
ま
す
の

で
、希
望
す
る
人
は
お
越
し
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
や
国
保

税
の
所
得
税
と
個
人
住
民
税
で
の
社

会
保
険
料
控
除
は
、
納
付
の
方
法
に

よ
っ
て
適
用
対
象
が
変
わ
り
ま
す
。

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
の
場
合
は
、

そ
の
年
金
の
受
給
者
に
社
会
保
険
料

控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
口
座
振
替

に
よ
り
保
険
料(

税)

を
納
付
し
た
場

合
は
、
実
際
に
納
付
し
た
人
の
社
会

保
険
料
控
除
と
し
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

市
民
課
国
保
年
金
係

1
内
線
３
１
３
４
、
白
沢
町
総
務

課
市
民
係
1
内
線
３
１
、
利
根
町

総
務
課
市
民
係
1
内
線
４
１
へ
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消
防
団
の
重
要
性

消
防
団
の
活
動

防
団
員
は
、
普
段
そ
れ
ぞ

れ
の
仕
事
に
就
き
な
が
ら
、

火
事
や
台
風
な
ど
の
災
害
発
生
時
に

は
地
域
の
安
心
と
安
全
を
守
る
た
め

の
活
動
を
行
い
、
消
防
力
・
防
災
力

向
上
の
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

消

市では、消防団の活動に積極的に協力して

いる事業所などを認定する｢消防団協力事業

所制度｣を設けています。

認定された事業所には表示証を交付します。

ぜひ、申請してください。

◆消防団協力事業所制度

消防団員を募集します
消防団を取り巻く環境は年々変化し、全国的にも入団希望者が減少し

続け団員数の減少や高齢化など多くの問題に直面しています。地域の安

全を守り、安心して暮らせる生活のためには、地域に住み、地域を知っ

ている皆さんの力が必要です。ぜひ、消防団への入団をお願いします。

消防団員は非常勤特別職の地方公務員です。消防本部や消防署に勤務

し、専門的に消防活動などを行っている消防士とは身分が異なります。

団員になると、階級に応じて条例で定められた年額報酬や手当てなどが

支給されるほか、下記のような待遇が受けられます。

問い合わせ　防災対策課消防係1内線３３６３

消防団員の身分と待遇

消
防
団
活
動
に

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

地
域
の
安
全
を
自
分
た
ち
の
手
で
守
る
た
め

臓
器
提
供
意
思
表
示
と

保
護
シ
ー
ル
に
つ
い
て

年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
た
場
合

と
口
座
振
替
で
納
付
し
た
場
合
の

社
会
保
険
料
控
除
の
取
り
扱
い

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

10
月
１
日(

水)

か
ら
新
し
く
な
り
ま
す

記載内容は必ず確認しましょう

(表)

(裏)

［見本］

消防被服などの貸与／公務災害補償制度

退職報償金支給制度／各種表彰制度

修繕された西原新町山車 新調された白沢町みこし

(公財)群馬県市町村振興協会が行う魅力あるコミュニティ助成事業では、地域コミュニティの健全な発展を図る

ことを目的に、自治会活動などに必要な設備の整備に対し助成を行っています。

本年度は、西原新町において山車太鼓の購入と山車の修繕を行い、白沢町では大人みこしを購入しました。

問い合わせ 総務課行政係1内線３２１２へ

この宝くじの収益金は、市町村の明るい街

づくりや環境対策、高齢化対策など地域住民

の福祉向上のために使われます。

問い合わせ (公財)群馬県市町村振興協会1０

２７(２９０)１３５０へ

発売期間 ９月19日(金)～10月10日(金)
抽せん日 10月17日(金)


